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第１章 基本的な考え方 

（１） 計画の目的 

大規模災害が発生した場合は、市民のみならず本市の施設、設備等も被害を受け、職員の登庁も

困難となるため、本市は、限られた資源（※１）を用いて増大する災害時優先業務（※２）及び通

常業務に当たらなければなりません。 

そのため、「ＢＣＰ＝Business Continuity Plan：業務継続計画」は大規模災害時における災害

時優先業務を適切に実施し、災害直後の行政機能の停滞を最小限に抑えるため、あらかじめ、資源

の確保、配分等について定めることを目的としています。 

※１資源：施設、設備、人員その他行政が業務を行うために必要なものを指す 

※２災害時優先業務：災害発生時に優先して行う必要がある業務（災害発生時における応急業務

に、通常業務のうち継続又は早期復旧の必要がある業務を加えたもの。詳細は、「第６章 災害

時優先業務」参照） 

  本市が有する行政資源            本市が行うべき業務量 
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（２） 地域防災計画との関係 

「地域防災計画」は、本市、防災関係機関、事業者及び市民が災害の予防から応急対策及び復旧

までの取組を総合的に定めた計画です。 

これに対し、「業務継続計画」は、市庁舎や職員も被災するという前提の下、行政機能が低下し、

利用できる資源が制約される状況下において、「地域防災計画」に定めた本市が行政として行うべ

き対策、取組等を効率的かつ確実に実施するための計画であり、いわば「地域防災計画」の実効性

を確保するための計画です。 

【地域防災計画と業務継続計画との比較】 

区 分 地域防災計画 業務継続計画（ＢＣＰ） 

計画の趣旨 各機関が発災時または事前に実施すべ

き災害対策に係る実施事項や役割分担

を規定するための計画 

 

災害時の限られた必要資源を基に、非

常時優先業務を目的とする時間・時期

までに実施できるようにするための計

画（実効性の確保） 

策定組織 ・鹿沼市防災会議 ・鹿沼市 

実施主体 ・市 

・防災関係機関（県、警察、自衛隊、ラ

イフライン、通信、交通事業者等） 

・市民 

・市 

行政の被災 ・想定しない ・庁舎、職員、電力、通信、情報システ

ム等の必要資源の被災を評価し、利用で

きる必要資源を前提に計画を策定する。 

対象業務 ・予防業務 

・応急対策業務 

・復旧業務 

・災害時最優先業務 

・優先復旧・復興業務 

・優先的通常業務 

 

（３）計画の基本方針 

大規模な災害が発生した場合の市としての責務を全職員が理解・共有し、目的達成のために一

丸となって最善を尽くすため、以下に示す３つの基本方針を定めます。 

〈方針１〉 

市民の生命や財産等を最優先で守る。[災害時最優先業務の遂行] 

災害が発生した場合に、市民の生命、身体及び財産を災害から守り、その安全を確保するととも

に、市民生活や経済活動等の維持を図るため、災害時優先業務を最優先に実施します。 

 

〈方針２〉 

必要な資源の確保に努める。[災害時優先業務の実施に必要な資源の確保] 

市役所そのものが被災し、執務環境、職員、ライフライン等業務資源の制約下にあっても災害時

優先業務を遂行するため、全庁的な視点により業務資源の確保・代替策を実施するとともに、適切

な配分を行います。  
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〈方針３〉 

優先度の低い通常業務は積極的に休止する。[災害時優先業務の実施体制確保] 

必要となる人的資源及び物的資源を非常時優先業務へ集中的に投入するため、災害時優先業務

以外の業務については、原則として休止・縮小します。その後、災害時優先業務に影響を与えない

範囲で順次再開を目指します。 

 

（４）発動及び解除時期 

本計画は、次のいずれかの場合に発動します。 

ア 大規模災害により、鹿沼市災害対策本部が設置され、市全域に甚大な被害が生じた場合 

イ 市長が必要と認めた場合 

 

鹿沼市災害対策本部設置基準【参考】 

【地震】 

・市域で震度５強以上を観測したとき（自動設置） 

【風水害】 

・中規模又は大規模な災害発生が予想されるとき 

・避難指示を発するとき 

 

本計画の発動期間は、原則、発災後１カ月とします。なお、被害状況を踏まえ、災害対策本部長

(市長)（以下、「本部長」という。）の指示があった場合は、１カ月以内での終結又は期間の延長を

行います。 

また、解除時期については、災害応急活動が概ね完了し、平常時の体制がとれると本部長が判断

し決定した時点とします。ただし、各本部員は解除の宣言前であっても、応急対策業務の進捗状況

に応じ、休止・縮小した通常業務を順次再開させていくものとします。 

 

（５）発動権限者 

本計画の発動権限者は、本部長とします。なお、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けた

ときの代行順位は、副本部長（副市長）、副本部長（教育長）、総合政策部長とします。 

災害発生時には、計画の発動が流動的になることも考えられるため、発動前であっても、必要に

応じて初期対応をとり、継続実施すべき災害時優先業務、休止する業務について適切な対応をと

るよう努めるものとします。 

 

（６）計画の推進及び見直し 

業務継続体制は、最初から完全に構築できるものではないため、本計画に基づき継続的に取り

組むことによって業務継続体制の整備及び改善に努めるものとします。 

各課においては、災害発生時の状況を想定し、職員の意識向上、災害時優先業務の実施方法の検

討、業務に必要な資機材の確保などを通じて、業務継続体制の向上を図るものとします。また、本

計画に定めがない事項についても、各課において業務継続のために必要があると認める事項につ

いては、本計画の趣旨を踏まえ、改善に努めるものとします。 



 
 

5 
 

この場合において全庁的な対応が必要な事項については、総合政策部危機管理課で調整の上、

計画的に改善を進めます。 

計画の推進の過程において、課題が新たに判明した場合等であって本計画の修正が必要である

ときは、適宜見直しを行い、本計画についても継続的な改善を図るものとします。 

 

（７）市民への周知 

市が、業務継続計画の発動又は解除を行った場合は、市ホームページ、防災情報アプリ、報道機

関などを通じて、市民に広く周知し、市の体制移行（一部業務の休止・縮小等）について、市民・

企業等に理解と協力を求めます。 

また、本計画については市ホームページに掲載することにより、あらかじめ市民に周知します。 
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第２章 被害状況の想定 

（１）被害の前提となる災害 

本市においては、市民生活に多大な影響を及ぼす災害として、地震、風水害、土砂災害などが想定さ

れます。本計画においては、これらの想定される災害のうち、最大の被害を及ぼすと予想される地震に

よる災害を想定災害とします。 

なお、地震以外の災害への対応についても本計画を準用するものとします。 

 

想定項目 地震想定内容 

震源 鹿沼市直下型地震 

規模 マグニチュード６．９、震度６強 

地震発生季節・時刻 冬の午後６時 

震源の深さ １０ｋｍ 
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（２）市域の被害想定 

項目 被害量 

建物被害 全壊 3,256 棟、半壊 9,114 棟 

火災 出火 6件、焼失 62棟 

ライフライン 

水道 断水人口 76,742 人 

下水道 支障人口 23,044 人 

ガス 供給停止 11,073 戸 

電力 停電件数 4,523 軒 

通信 不通回線 3,692 回線 

死傷者 死者 202 人、重傷者 359 人、軽傷者 2,044 人 

避難者 
避難者 12,495 人 

うち避難所生活者 7,497 人 

災害廃棄物 可燃性がれき 8.0 万ﾄﾝ、不燃性がれき 27.5 万ﾄﾝ 

 

（３）インフラの被害状況・復旧想定 

項目 ＢＣＰ策定の前提 

電力 

〈被害：電柱・送電線被害による停電〉 

官公庁は優先的に復旧・送電 

１２～２４時間後：一部復旧 

７日～２週間後：被災区域を残しほぼ復旧 

３週間～１か月後：被災区域を残し復旧 

都市ガス 
〈被害：管路被害による供給停止〉 

発災～１か月後：被災区域を残し復旧 

上水道 

〈被害：管路被害による断水〉 

完全復旧までは応急給水や応急復旧で対応 

７日～２週間後：一部で通水可能 

３週間～１か月後：被災区域を残し復旧 

下水道 

〈被害：管路・ﾎﾟﾝﾌﾟ施設、処理場被害による使用停止〉 

完全復旧までは汚水溢水の解消や応急復旧で対応 

発災～１か月後：被災区域を残し復旧 

通信インフラ 

〈被害：電柱・交換機・電源等の被害による不通〉 

復旧後もしばらくの間、発信は輻輳※１状態が続く 

～７日後：通信規制 

７日～２週間後：被災区域を残しほぼ復旧 

３週間～１か月後：被災区域を残し復旧 

※１「輻輳(ふくそう)」…電話回線やインターネット回線において利用者のアクセスが特定の

宛先に集中することにより、通常行えるはずの通話・通信ができな

くなる状況  
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第３章 業務執行体制の確保 

（１）参集体制 

鹿沼市地域防災計画では、災害が発生した場合、次の基準による配備体制をとり、迅速かつ的確

な災害応急活動を実施する体制を確立することとしています。 

【鹿沼市地域防災計画〈市の配備基準（地震）より〉】 

区分 配備基準 配備体制 本部 

注意 

配備 

① 県内で震度４を観測したとき 

② 南海トラフ地震に関連する調査情報（臨時）が

発表されたとき 

災害に注意する体制

で、危機管理課から

必要な職員を配備す

る。 

 

警戒 

配備 

① 市域で震度４を観測したとき（即報は市内震度

４若しくは県に指示があった場合） 

② その他市長が必要と認めたとき 

災害に備える体制

で、各部幹事課等か

ら必要な職員を配備

する。 

－ 

第１ 

配備 

① 市域で震度５弱を観測したとき【自動配備】 

② 気象庁が「震度５弱以上と考えられるが、現在

震度を入手していない市町村」として「鹿沼

市」を発表したとき【自動配備】 

③ その他市長が必要と認めたとき 

小規模の災害に対応

する体制で、第１配

備職員を配備する。 

避難所（地区連絡所）

運営職員は、指定さ

れた場所に参集す

る。 

災害 

警戒 

本部 

第２ 

配備 

① 市域で震度５強を観測したとき【自動配備】 

② その他市長が必要と認めたとき 

中規模の災害に対応

する体制で、第２配

備職員を配備する。 災害 

対策 

本部 第３ 

配備 

① 市域で震度６弱以上を観測したとき【自動配

備】 

② その他市長が必要と認めたとき 

大規模な災害に対応

する体制で、第３配

備職員（全職員）を配

備する。 

【自動配備】とは、対象となる情報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配

備につくことをいう。 

 

（２）参集可能人員 

本計画の策定に当たり、各班（課）の職員の参集状況がどのようになるのか検証するため、次の

条件により調査を実施しました。 

ア 対象者 

全ての職員 

イ 参集予測の考え方 

勤務時間外に想定地震が発生した場合に、対象となる職員の居住地からあらかじめ定められた

参集場所までの参集率を時系列で把握するために次の条件を設定しました。 

公共交通機関及び通行支障を考慮して、参集手段は、徒歩又は自転車とし、自宅と参集場所まで

の距離に基づき必要な時間を各職員で推定しました。ただし、発災直後の出発は困難であるため、

発災から３０分を付加し、参集時速は、徒歩３ｋｍ、自転車６ｋｍと平常時よりやや遅めに設定し

ました。  
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ウ 職員の参集時間及び参集率 

集計結果は、表１－１のとおりです。 

職員全体では、発災後１時間未満で職員の 12.4％、３時間未満で職員の 69.9％が参集可能とな

っています。さらに１２時間未満では、99.9％の職員が参集可能との結果になりました。 

【表１-１ 全職員の参集時間及び参集率】 

 １時間未満 ３時間未満 12 時間未満 １日以内 ３日以内 ４日以上 

参集人数 142 人 798 人 1,141 人 1,142 人 1,142 人 1,142 人 

参集率（積算） 12.4％ 69.9％ 99.9％ 100％ 100％ 100％ 

 

エ 各部の職員参集時間及び参集率 

各部の集計結果は、表１－２のとおりです。下表の上段は時間別の参集人数、下段は積算の参集率、

網掛けは、全員参集となったときを示します。 

【表１-２ 時間別の参集職員数及び参集率（部別）】 

 １時間未満 ３時間未満 12 時間未満 １日以内 ３日以内 ４日以上 総員 

秘書室 

総合政策部 

8 人 37 人 54 人 54 人 54 人 54 人 54 人 

14.8％ 68.5％ 100％ 100％ 100％ 100％  

行政経営部 
12 人 57 人 84 人 84 人 84 人 84 人 84 人 

14.3％ 67.9％ 100％ 100％ 100％ 100％  

市民部 
13 人 75 人 102 人 102 人 102 人 102 人 102 人 

12.7％ 73.5％ 100％ 100％ 100％ 100％  

保健福祉部 
17 人 103 人 151 人 151 人 151 人 151 人 151 人 

11.3％ 68.2％ 100％ 100％ 100％ 100％  

こども未来部 
  24 人 134 人 220 人 220 人 220 人 220 人 220 人 

10.9％ 60.9％ 100％ 100％ 100％ 100％  

経済部 
10 人 49 人 68 人 68 人 68 人 68 人 68 人 

14.7％ 72.1％ 100％ 100％ 100％ 100％  

環境部 
7 人 47 人 63 人 63 人 63 人 63 人 63 人 

11.1％ 74.6％ 100％ 100％ 100％ 100％  

都市建設部 
6 人  60 人 72 人 73 人 73 人 73 人 73 人 

8.2％ 82.2％ 98.6 100％ 100％ 100％  

上下水道部 
8 人 35 人 48 人 48 人 48 人 48 人 48 人 

16.7％ 72.9％ 100％ 100％ 100％ 100％  

教育委員会事務局 
17 人 84 人 117 人 117 人 117 人 117 人 117 人 

14.5％ 71.8％ 100％ 100％ 100％ 100％  

会計課 

委員会等事務局 

7 人 20 人 29 人 29 人 29 人 29 人 29 人 

24.1％ 69％ 100％ 100％ 100％ 100％  

消防本部 
13 人 97 人 133 人 133 人 133 人 133 人 133 人 

9.8％ 73％ 100％ 100％ 100％ 100％  
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（３）職員確保のための必要な対策 

災害時優先業務を遂行するためには、職員等人材の確保が欠かせません。職員が参集不可能で

あったり、遅延等の理由により業務に従事する職員が不足したりする場合にあっても、災害時優

先業務の執行に支障をきたすことのないように、次のような対策を講じる必要があります。 

なお、外部からの人的および物的支援に関する対策は、別に定めた「鹿沼市災害時受援手続きマ

ニュアル」によって対応します。 

 

ア 職員の初動体制 

初動期における災害時優先業務について、迅速な立ち上げと業務遂行を行うため、各部・各課に

おいて、必要な職員数を確保する必要があります。そのため、初動体制における災害時優先業務を

実施する職員の確保、安否確認と手段、参集場所と参集手段・ルート、及び報告手段と報告内容に

ついて、事前に確認し、整理しておきます。 

 

イ 応援協力体制の確立 

他市や関係団体、ボランティアとの応援協力体制は、あらかじめ応援を受ける所管の部・課で受

入時の対応を決めておきます。 

 

ウ 代替職員の確保 

各部・課で実施する非常時優先業務について、担当職員が登庁困難となった場合に備え、業務内

容の共有化を行い、発生時に担当職員以外の職員が円滑に業務を実施できるよう準備しておく必

要があります。必要な職員数が不足する部署については、積極的に他部局の応援を要請し、枠組み

を超えて、全庁的に人員の調整を行い、非常勤・臨時職員等の活用も視野に入れた体制を検討して

おく必要があります。 

 

エ 職員の健康管理 

発災直後は、一定期間、睡眠・休憩・食事といった時間が不規則になるなど、健康面の負担が大

きくなります。職員の勤務が長時間にならないように、交代勤務を実施するなど健康に配慮する

必要があります。職員のメンタルヘルスケア※１を含む健康管理や睡眠場所、毛布等の必要物資に

ついても事前に確保しておきます。 ※１別に作成する「災害時こころのケア」を参考に行う。 
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第４章 業務執行環境の確保 

ここでは、第２章で想定した災害により、市内全体、市役所庁舎等に被害が発生した場合の災害

時優先業務を実施するための業務資源の現状及び課題について、整理するとともに、その確保に

向けた対応策をまとめました。 

なお、本計画では、全庁的に共通の資源となる市役所庁舎及び消防庁舎の状況を中心に検討し

ました。 

 

（１）庁舎 

令和５年５月に完全開庁となった本庁舎は、耐震構造により地震７の地震に耐えることができ

ます。しかし、地震に起因する火災等で本庁舎が使用できなくなることを想定しておく必要があ

ります。 

【代替庁舎】 

  消防本部、市民情報センター、上下水道部庁舎 

 

（２）電力 

本庁舎及び代替庁舎は、停電により外部からの電力供給がストップした場合は、多くの施設で

電力が補えません。 

【表２-２ 電力、非常用電源】 

電力 

（非常用

電源） 

本庁舎 

非常用電源設備１台 容量 500kva（400kW） 

補給なし連続運転時間：72 時間（燃料消費量約 116L/h） 

地下タンク貯蔵所：（A重油 10,000L） 

消防本部 
非常用電源設備１台 容量 100kva（80kW） 

補給なし連続運転時間：16.8 時間（燃料消費量約 29L/h） 

市民情報センター 

非常用電源設備１台。消防ポンプ及び電灯用 容量 92kW 

※業務継続のため、有事における非常用電源車等の優先リー

ス契約を締結する。 

上下水道部庁舎 

非常用電源設備１台。消火ポンプ用 

※業務継続のため、有事における非常用電源車等の優先リー

ス契約を締結する。 

 

【本庁舎における非常用電源稼働時の電気使用】 

○災害活動拠点として、多目的スペース（１階）、特別会議室・危機管理課（３階）を災害対策拠点

エリアとし、コンセントは災害活動に支障のない範囲で使用可能です。 

また、執務室についても使用可能なコンセントを設けており、必要最低限の業務を行うことが可

能です。 

○照明は、全館３０％程度が使用可能となります。 

○空調は、災害対策本部、中会議室、会議室４－２、サーバー室、電気室のみ使用可能となります。 
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（非常用電源コンセント）※赤字で表示されたものが使用可能 

  

 

（３）食糧及び飲料水 

被災現場で継続的に応急対策業務に従事することが想定され、災害時優先業務を迅速かつ適切

に実行することが求められます。その間、相当数の職員が数日間にわたり、庁舎に留まらなければ

ならない可能性があります。 

食糧については、職員用としての備蓄はなく、飲料水については、本庁舎の受水槽の水が使用で

きるのみです。そのため、不足分は、協定に基づく救援食糧、量販店等からの調達により確保する

ことになりますが、長期化する場合に備え、職員は予め、各自での備蓄に努めます。 

また、本庁舎の受水槽（実容量１１㎥）の水は、参集職員の飲料水の他、別に定める「災害時給

水対応マニュアル」に基づき、有効活用します。 

 

（４）通信 

電話設備は、地震発生後、電話回線の被害により、固定電話が通信不可能となる地域が発生する

ほか、電話回線に被害がない地域においても、通信が輻輳し通話が困難になります。 

携帯電話も同様になる可能性が高いため、停電対応電話や災害時優先電話、栃木県防災行政ネ

ットワークの衛星電話による通話を行います。 

また、電話回線が物理的に切断されている場合や、通信手段が不足した場合には、電気通信事業

者から衛星携帯等の貸出しや移動基地局の設置等を要請します。 

電話回線が復旧すれば、電話が殺到することが予想され、多くの回線と対応職員が必要となり

ます。 

防災情報メール、防災情報アプリは、素早い情報伝達手段に利用できることから、発災時の情報

伝達手段として活用します。 
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【災害時にもつながりやすい通信手段】 

１ 栃木県防災行政ネットワーク 

   栃木県と各市町で組織する栃木県防災行政ネットワーク運営協議会が管理運営し、固定

系と衛星系の回線の併用により、災害時でも繋がりやすく、県から県内の市町に一斉に緊

急情報を伝達することができます。 

また、栃木県が県の各機関、市町、消防及び主要な防災関係機関に半固定無線機を配備し

ており、県からの一斉通知や各機関との連絡手段として使用ができます。 

 

  ●危機管理課１台、消防本部通信指令課１台 

２ 停電用電話 

本庁舎に設置している全 IP 電話機は、サーバ・ハブ等が非常用電源に接続しており、商

用電源で大規模な停電が発生したとしても、通常通り使用できます。また、主な出先施設に

おいては、課長等の役席電話付近に停電に強いアナログ電話機を別途設置・常時接続してい

ます。 

 

  ●設置個所 本庁舎全 IP 電話機、市民情報センター（１階警備室、３階会議室、４階こど

も総合サポートセンター）、環境部クリーンセンター（２階）、上下水道部（２階）、下水

道事務所（３階）、コミュニティセンター（１４箇所） 

３ 災害時優先電話 

   災害の救援、復旧や公共の秩序を維持するため、法令に基づき、防災関係等各所機関等に

対し、固定電話及び携帯電話の各電気通信事業者が提供しているサービスです。災害等で

電話が込み合った場合にも通信制限を受けずに発信を受けることができます。ただし、着

信に関しては通常電話と同じ扱いとなります。 

   本庁舎では各階の FAX 回線としており、使用時には複合機等から回線を引き抜き、アナ

ログ非常用電話に差し替えて使用します。 

 

  ●設置個所 本庁舎７回線（１～５階の FAX 回線） 

４ 災害時特設公衆電話 

   大規模災害時に被災者や帰宅困難者が無料で使用することができる特設の公衆電話で、

本市では避難所となる小中学校等に配置されています。避難所が開設された際に設置する

ことで使用ができます。 

   

  ●避難所となっている各小中学校等（２７箇所） 
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（５）情報システム 

情報化の進展が著しい現在、本市が提供する行政サービスの大部分において、情報システムが

使われています。 

情報システムは、データの保存及び処理をするサーバー、通信回線、通信機器等で構成され、こ

れらが被害を受けた場合は、利用できなくなってしまいます。 

災害発生時における情報システムの停止は、行政サービスの停止のみならず、被害の軽減、迅速

な復旧・復興等においても大きな障害となります。 

そのため、災害発生を前提とした情報システムの保護対策、復旧手順等のほか、通信回線の途

絶、大規模停電など本市のみでの対応が不可能な場合を想定し、情報システムが停止した際の代

替策をあらかじめ定め、適切に実施することが重要となります。 

また、災害発生時において全ての情報システムの復旧に人手を割くことは不可能であるため、

災害発生時における被害の把握、軽減、復旧等に必要となる情報システムを優先的に復旧させる

ことも必要となります。 

そこで、本市は、本業務継続計画の個別計画として、情報システムを対象とした「ＩＣＴ部門の

業務継続計画」を別に定めています。 

 

（６）燃料 

  災害時優先業務を遂行するにあたって、非常用電源設備や緊急車両等の燃料確保は重要です。 

  平常時に利用している給油所から燃料供給を受けられない場合には、栃木県が栃木県石油商業

組合と平成２５年４月１５日に締結した、「災害時における物資・石油類燃料等の供給協力及び帰

宅困難者に関する協定」に基づき、優先的な燃料供給を求めることができます。 

 

（７）トイレ 

本庁舎のトイレについては、停電時や断水時においても非常用電源設備の電力や雑用貯水槽（実

容量１２０㎥）からの洗浄水で使用は可能です。ただし、下水道本管に被災があった場合は、トイ

レの使用ができなくなるため、本庁舎には、外構西側（職員駐輪場付近）に災害時に使用する為の

マンホールトイレを設けています。通常は下水道本管側への排水としていますが、下水道本管へ

の排水が出来ない場合は、切替桝を操作することで緊急排水槽へ排水先を切り替えることが出来

ます。緊急排水槽内（約３０㎥）に貯めた汚水は、本庁舎１階自販機コーナーの床点検口よりバキ

ューム車にて汲み取り・洗浄を行います。 
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第５章 協定締結団体  

（１）地方公共団体等との協定 

 

 

協定の名称 自治体名等 主な内容 締結年月日 

特殊災害消防相互応援協定 県内１５団体 消防協力 S56.5.20 

足立区と鹿沼市との災害時におけ

る相互援助に関する協定 

足立区 救援物資・管理施設提供 
S63.11.1 

災害時における市町村相互応援に

関する協定 

県内市町 総合応援協力 
H8.7.30 

栃木県公設卸売市場協議会災害時

相互応援に関する協定 

各公設卸売市場 組合

長など８団体 

食料等供食協力 
H10.3.3 

墨田区と鹿沼市との災害時におけ

る相互援助に関する協定 

墨田区 救援物資・人員応援・管

理施設提供 
H18.5.1 

栃木県災害廃棄物等の処理におけ

る市町村等相互応援に関する協定 

県、県内市町、一部事務

組合、公益社団法人栃

木県産業資源循環協会

ほか２団体 

廃棄物処理協力 
H20.3.21 

（ R2.10.9

改訂） 

災害時における備蓄品の共同利用

に関する協定 

 

６市４町：宇都宮市、鹿

沼市、真岡市、さくら市、

下野市、日光市、上三川町、

芳賀町、壬生町、高根沢町 

備蓄品の協力 

H23.10.1 

災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整

備局 

情報提供 
H24.6.20 

鹿沼市災害応急対策の相互協力に

関する協定 

鹿沼警察署、建設業協

会鹿沼支部 

相互協力 
H24.7.4 

公益財団法人日本水道協会栃木県

支部水道災害相互応援要綱 

１４市、８町、日光社寺

水道事務所、芳賀中部

上水道事業団、栃木県

企業局、宇都宮西中核

工業団地事務組合 

相互協力 

H25.4.1 

東北自動車道消防相互応援協定 各消防本部など６団体 消防協力 
H27.9.30 

災害時における相互援助に関する

協定 

春日部市・栃木市 相互協力 
H29.4.17 

東海原発に関する協定 栃木県５市１町 広域避難 H30.5.21 

災害ボランティアセンター設置等

に関する協定 

鹿沼市社会福祉協議会 災害ボランティアセンタ

ーの設置及び運営 
R2.3.11 
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（２）民間事業者との協定 

区分 協定の名称 締結先 主な内容 締結年月日 

情

報

収

集

・

発

信 

鹿沼市防災行政無線等を活用した広報に関する協定 東京電力㈱宇都宮支社 停電情報の提供 H20.6.30 

危険箇所の情報提供に関する協定 東京電力㈱宇都宮支社 危険個所の情報提供 H21.9.30 

災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 栃木放送、とちぎテレビ 災害が発生又は発

生の恐れがある際

の非常災害放送 

H26.9.11 

災害時における災害情報の放送に関する協定 鹿沼ケーブルテレビ株式会社 H27.12.18 

小型無人航空機による応急対策活動に関する協定 五百部商事有限会社 
航空撮影による情

報収集 
H30.1.26 

災害時における情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社 情報発信協力 R1.6.12 

食

料

・

生

活

必

需

品

の

調

達 

災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 

東武百貨店・福田屋百貨店 

６市４町：宇都宮市、鹿沼市、真岡市、

さくら市、下野市、日光市、上三川町、芳

賀町、壬生町、高根沢町 

食料等の供給協力 H23.10.1 

災害時における食糧・生活必需品等の確保に関する協定 

とちぎコープ生活協同組合 

６市４町：宇都宮市、鹿沼市、真岡市、

さくら市、下野市、日光市、上三川町、芳

賀町、壬生町、高根沢町 

食料等の供給協力 H23.10.1 

災害時における救援物資の提供協力に関する協定 ㈱伊藤園 飲料水提供 H25.7.11 

災害時における救援物資の提供協力に関する協定 FV イーストジャパン株式会社 飲料水提供 H27.4.1 

災害時における物資供給に関する協定 NPO 法人コメリ災害対策センター 救援物資の供給 H27.5.7 

災害時における救援物資の提供協力に関する協定 上都賀農業協同組合 食料等の供給協力 H28.5.2 

災害時における麺類等の提供に関する協定 
栃木県めん類業生活衛生同業

組合鹿沼支部 
食料等の供給協力 H29.1.17 

全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定 全国公設地方卸売市場協議会 食料品提供 H29.9.1 

災害発生時等の支援活動に関する協定 粟野商工会 
生活必需品の安定

供給 
H30.4.12 

災害発生時等の支援活動に関する協定 鹿沼商工会議所 
生活必需品の安定

供給 
H30.4.12 

災害時における生活物資の供給協力及び一時的な避難場所の

提供に関する協定 
株式会社ヨークベニマル 

生活物資の供給 

駐車場の一時避難

場所利用 

R4.7.1 

災害時における物資の供給に関する協定 株式会社カワチ薬品 医薬品・生活物資

の供給 
R5.9.1 

物

資

の

緊

急

輸

送 

災害時における食糧・生活必需品等の輸送協力に関する協定 

赤帽 

６市４町：宇都宮市、鹿沼市、真岡市、

さくら市、下野市、日光市、上三川町、芳

賀町、壬生町、高根沢町 

物資輸送協力 H23.10.1 

災害時における緊急物資輸送等に関する協定 栃木県トラック協会鹿沼支部 物資輸送協力 H28.11.8 

救

出

救

助

及

び

医

療

救

護 

災害時の医療救護に関する協定 上都賀郡市南部地区医師会 医療救護 H26.3.26 

災害時の歯科医療救護に関する協定 一般社団法人鹿沼歯科医師会 医療救護 H26.7.28 

災害時の医療救護に関する協定 
公益社団法人栃木県柔道整復

師会鹿沼支部 
医療救護 H27.5.13 

災害時の医療救護に関する協定 一般社団法人 鹿沼薬剤師会 医療救護 H28.11.8 

公

共

施

設

及

び

設

備

の

応

急

復

旧 

災害時における応急復旧対策業務等の実施に関する協定 建設業協会鹿沼支部 
公共土木施設の応

急復旧 
H18.4.25 

鉄道災害時における鉄道事業者と消防機関との連携に関する

協定 

東日本旅客鉄道株式会社６支

部、県内各消防本部 
消防協力 H21.3.30 

鹿沼市災害応急対策の協力に関する協定 鹿沼市造園建設業協会 
公共土木施設の応

急復旧 
H26.10.22 

災害時の災害応急業務の実施に関する協定 鹿沼市電設会 
公共土木施設の応

急復旧 
H26.10.22 

災害時における災害応急対策の協力に関する協定 
全国建設労働組合総連合栃木

県建設労働組合鹿沼支部 

公共土木施設の応

急復旧 
H27.5.7 

災害時における災害応急対策の協力に関する協定 
一般社団法人栃木県自動車整

備振興会鹿沼支部 
災害復旧協力 H27.12.18 

災害時における応急復旧対策業務等の実施に関する協定 中山建設株式会社 
公共土木施設の応

急復旧 
H28.9.15 

下水道施設における緊急時の支援協力に関する協定 
公益財団法人とちぎ建設技術

センター 

下水道施設の異常に

関する調査、復旧に向

けた技術的支援 
H28.9.15 

災害時等における電気設備の復旧等に関する協定 栃木県電気工事業工業組合 
公共施設の電気設

備応急復旧 
H28.11.8 
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区分 協定の名称 締結先 主な内容 締結年月日 

 

災害時等における水道の応急活動の応援に関する協定 鹿沼市管工事業協同組合 
水道の応急給水、

応急復旧 
H29.5.26 

災害時における栃木県内の下水道管路施設の復旧支援協力に

関する協定 

県内市町、公益社団法人日本下

水道管路管理業協会 

下水道の復旧支援

協力 
H30.12.17 

災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 
東京電力パワーグリッド株式

会社栃木総支社 
停電復旧相互協力 R2.9.1 

大規模災害時における相互協力に関する協定 北日本ガス 
ガス設備復旧相互

協力 
R5.7.12 

そ

の

他 

災害時における鹿沼郵便局・鹿沼市間の協力に関する覚書 鹿沼郵便局 管理施設提供 

H10.2.13 

（ R2.10.19

改訂） 

災害時に要援護者の福祉避難所として民間社会福祉施設等を

使用することに関する協定 

鹿沼市老人福祉施設連絡協議

会、社会福祉法人優心会、社会

福祉法人希望の家 

福祉避難所の開設 H25.7.3 

災害時における廃棄物等の処理に関する協定 サンエコサーマル株式会社 廃棄物処理協力 

H28.4.18 

（ R2.10.12

改訂） 

広告付避難所等電柱看板に関する協定 
東電タウンプランニング株式

会社栃木総支社 
電柱広告 H28.10.28 

災害時における畳の提供に関する協定 
「５日で 5000 枚の約束。」ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ実行委員会 
畳提供 H28.11.21 

災害時における断熱材の提供に関する協定 有限会社池田加工 断熱材の提供 H30.7.30 

災害時における消防用水等の確保に関する協定 コンクリート協同組合７社 消防用水確保協力 H30.8.22 

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 株式会社アクティオ レンタル機材提供 R1.10.10 

鹿沼市の防災力向上のための協力に関する協定 損害保険ジャパン株式会社 

航空撮影による情

報収集及び地域防

災力向上等の協力 

R2.5.26 

災害時における対策業務の応援協力に関する協定 一般社団法人栃木県建築士会 
建築物の調査等応

援 
R2.6.19 

災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 株式会社デベロップ 宿泊施設提供 R2.8.21 

災害時における廃棄物等の処理に関する協定 株式会社 YAMANAKA 廃棄物処理協力 R2.10.12 

災害時における廃棄物等の処理に関する協定 鹿沼資源回収事業協同組合 廃棄物処理協力 R2.10.12 

災害時における廃棄物等の処理に関する協定 株式会社平成リサイクルセンター 廃棄物処理協力 R2.10.12 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定 株式会社ゼンリン 地図製品等提供 R2.10.20 

災害時における電動車両等の支援に関する協定 
東日本三菱自動車販売株式会

社、三菱自動車工業株式会社 
電動車両等提供 R3.4.9 

災害時の応急対策業務の実施に関する協定 
一般社団法人栃木県測量設計

業協会 

公共施設等の応急

対策業務に関する

測量・設計等 

R3.6.25 

災害時等での施設利用の協力に関する協定 株式会社ダイナム 駐車場等提供 R3.10.28 

災害時等における施設の提供に関する協定書 五月女総合プロダクト株式会社 
トイレ、水道施設

等提供 
R4.5.11 

鹿沼市の災害時等における充電型ポータブル電源の提供に関

する協定 
株式会社プラスエナジー 

充電型ポータブル

電源の提供 
R4.11.25 

災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書 とちぎ流通センター協同組合 支援物資の受入

れ・配送 
R5.6.26 

災害時等における支援物資の受入及び配送等に関する協定 佐川急便株式会社 支援物資の受入

れ・配送 
R5.7.20 
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第６章 災害時優先業務 

（１）災害時優先業務の考え方と選定方法 

本計画で定める災害時優先業務とは、大規模な災害時に、優先して実施すべき業務のことであり、災

害時最優先業務、優先復旧・復興業務及び通常業務のうち優先度の高いものを合わせた業務を指しま

す。単に重要な業務か否かではなく、人命の救出及び救助並びに被害の拡大防止に関する業務を最優先

に実施し、災害発生後の限られた資源の中にあっても、他の業務に優先して継続、又は早期復旧を図ら

なければならない緊急性の高い業務をいいます。 

災害発生時には、多くの災害対応業務が発生するうえ、これまでに記述したとおり、市自体も被災し、

職員等の資源も制約を受けるため、平常時の環境を前提としての業務を行うことはできません。 

このような状況にあって、災害時優先業務を実施するため、通常業務を可能な限り休止（＝延期、中

止又は停止）又は縮小（＝業務の一部休止や簡略化）することにより、職員等の資源を確保し、災害時

優先業務に集中的に投入することとなります。 

以上の考え方により、災害時優先業務を選定しました。 

【表３-１ 災害時優先業務の優先区分】 

区

分 
業 務 業務内容 

災害時 

必要度 

区分及び 

着手目標 

 

 

 

 

災

害

時

優

先

業

務 

災害時最優

先業務 

災害発生時に最優先で行わなければならない業務 

○人命の救出及び救助並びに被害の拡大防止に関する業

務 

○災害時対応のため意思決定に必要な業務 

（例）災害対策本部の設置、避難所の開設など 

○高  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○低  

最優先業

務 

Ｓ 

直ちに 

優先復旧・

復興業務 

災害発生時に優先して行わなければならない業務 

○市民の生活基盤の回復のための業務 

（例）災害相談窓口の設置 

   災害復旧に伴う財政支援の確保など 

優先業務 

Ａ 

１日以内 

優先的通常

業務 

通常業務のうち、休止することで市民生活等に重大な支障を及

ぼす業務 

○市民の生命・身体・財産を守る業務 

○市の意思決定や法令遵守のために、必要な業務 

○その他休止して市民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある

業務 

（例）戸籍事務、住民票異動登録事務、各種手当等の支給

事務、各種許認可等に関する事務（長期の休止ができない

もの） 

優先業務 

Ｂ 

３日以内 

休

止 

業

務 

休止業務 通常業務のうち、災害時優先業務履行のため、積極的に休

止を検討する業務 

○災害復興までの間、休止・延期することがやむを得ない

業務＝原則的に優先的通常業務以外の通常業務 

（例）職員研修など 
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（２）災害時優先業務の選定結果 

災害時優先業務として選定された業務は、６００件であり、うち、災害時最優先業務が１８１件、優先

復旧・復興業務が７９件、優先的通常業務が３４０件でした。 

各部の災害時優先業務は次のとおりです。 

 

表２－２ 各部の災害時優先業務の数 

   業務の優先度 

部 災害時最優先業務 優先復旧・復興業務 優先的通常業務 合   計 

秘書室 ４ ０ ３ ７ 

総合政策部 ４０ ６ １６ ６２ 

行政経営部 ６ １２ １６ ３４ 

市民部 １９ ２ ３９ ６０ 

保健福祉部 １４ ８ ５１ ７３ 

こども未来部 ３ ２ ２７ ３２ 

経済部 １１ １３ ４２ ６６ 

環境部  １５ １ １３ ２９ 

都市建設部 １０ ２ ４２ ５４ 

上下水道部 ３ ６ ５ １４ 

教育委員会事務局 １８ ２１ ２６ ６５ 

会計課 

委員会等事務局 
８ ２ ２５ ３５ 

消防本部 ３０ ４ ３５ ６９ 

合 計 １８１ ７９ ３４０ ６００ 

 

※下水道事業に関する災害時優先業務については、「鹿沼市下水道事業業務継続計画〈本部編〉」

を別に定めています。 

※災害時優先業務以外は、休止業務（４０２業務）として、災害対策本部の指示に基づき順次 

再開します。  
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（３）災害時優先業務一覧    

各部局の主な災害時優先業務及び休止業務は、以下のとおりです。  

担当部局 
災害時優先業務 

休止業務 
災害時最優先業務 優先復旧・復興業務 優先的通常業務 

秘書室 ○本部長等の秘書事業務 

○市長緊急記者会見の開催 

○広報車巡回による情報

伝達 

○報道機関への情報提供 

 ○市長会会議の日程調整、

市長会への連絡・報告 

○市長メール等への対応 

○ホームページメール、電

話、来庁等への対応 

○市政功労者の表彰、

叙勲、褒賞の推薦等 

○市民栄誉賞関係 

○市長定例記者会見の

開催 

○広報かぬまの例月発行 

○市民への世論調査の

実施 

 

総合政策部 

  

○災害対策本部の設置（会

議の開催、災害対策の方

針作成） 

○応急避難（指示等の発

令、伝達） 

○避難所開設 

○情報収集（本部広報・情

報等の収集・整理、県へ

の報告） 

○庁内各部局との連携 

○市民への情報伝達 

○自主防災組織との連絡

調整 

○備蓄品の供給調達 

○県・他自治体への応援要請 

○関係機関との連絡・調整 

○防災協定の運用 

○ＨＰ、広報車等による災

害情報の伝達 

〇行政情報ネットワーク

及びシステムの被害状

況の確認、復旧等 

○災害救助法関係事務の

総括に関すること 

○システム及び機器に係

る保守、維持管理、復旧 

○情報セキュリティ対策 

○被害状況の収集 

〇通信、電気、ガス、鉄道、

道路等の被災情報、交通

手段等の収集 

○災害対応予算措置 

○総合治水対策の推進（復

旧・復興対策に関わるもの） 

○被災者生活再建支援金

の支給に関すること 

 

○災害情報整理 

○条例、規則等の審査及び

管理 

○議会事務 

○ふるさと納税ポータル

サイトの運営 

○予算の編成及び執行に

関すること 

〇総合計画の策定・推進 

○庁議の開催 

○ICT 技術を活用した

業務効率化の推進及

び利活用の向上 

行政経営部 ○庁舎管理に関すること

（庁舎災害把握） 

○災害対策本部情報班 

（被災状況の収集、集約、

記録等） 

○職員の労務管理 

 

○庁舎管理に関すること

（電話通信システムの

復旧） 

○被害認定調査・台帳作成 

○り災証明書等発行 

○総合受付、郵便物の収

受、発送、その他総合管

理事務 

○人員調整・受援に関する

こと 

○職員の給食に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

○庁舎管理に関すること 

○収納業務 

○職員の安全衛生・健康管 

 理 

○入札管理委員会の開催 

○建設工事の完成検査に

関する事務 

○納税証明書等の発行 

○税の総括・管理 

○収納向上対策 

○市税及び介護保険

料、後期高齢者医療

保険料の課税客体の調

査及び賦課 

○滞納整理業務 

○職員の人材育成 
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担当部局 
災害時優先業務 

休止業務 
災害時最優先業務 優先復旧・復興業務 優先的通常業務 

市民部 ○避難所開設・運営管理等 

○地区避難所からの災害

情報収集・集約 

○災害総合窓口の運営 

○外国人被災者の支援 

○行方不明者・遺体に関す

ること 

○安否情報に関すること 

○斎場管理運営 

 

 
○消費生活センターにお

ける相談対応 

○戸籍謄抄本等の諸証明

書の交付 

○死体埋火葬許可 

〇人権相談 

○女性相談機関等の案内 

○安全安心な街づくり

推進事業 

○コミセンだよりの発 

 行 

○住民人口統計等 

○公民館事業、貸館 

保健福祉部 ○福祉施設等の被災状況

確認・民間福祉避難所調整 

○県西健康福祉センター

等との連携 

○避難行動要支援者支援等 

○被災者の健康管理 

○医療救護 

○感染症対策 

○移送サービス 

○障がい者の社会生活支 

援 

○相談窓口の設置 

○広報・周知活動 

○ボランティアとの連携 

○災害見舞金等 

 

○生活保護法による相談・

調査・指導・扶助費の支給 

○在宅福祉サービス 

○介護認定業務 

○緊急を要する健康相談・

訪問指導 

○国民健康保険の保険給付 

○救急診療・休日診療所の

運営 

○包括支援業務 

○障がい者等支援業務 

○障害者スポーツ教

室、大会 

○敬老祝・介護予防を

目的とした施設の管

理運営 

○各種検診・健診・教

室等事業 

こども未来部 ○避難所開設、運営 

○要保護児童の安全確認 

〇保育施設等の被災状況

確認、開所調整 

○保育園等の運営（応急保育） 

〇放課後児童健全育成事業 

○子育て認定 

○保育園等の運営 

○相談業務 

○医療費助成等 

○手当等支給 

 

○こどもの遊び場等の

管理運営 

経済部 ○食糧・生活必需品の供給 

○農地や林道等の被災調

査・復旧 

○管理施設の被害調査・利

用者の安全確保 

○中小企業への制度融資 

○農林業施設や作物被害

調査 

○事業者等への各種支援 

○施設の管理・運営 

 

○施設管理（農業公社・花

木センター他） 

〇拠点施設の整備 

○各種イベントの開

催・支援 

 

環境部 ○災害廃棄物対応 

〇ごみ、し尿等の収集及び

処理 

○一般廃棄物処理（搬入、

搬出に関する他自治体

との事前協議） 

 

○飼養動物等対策 

○避難所でのペット支援等 

○焼却・粗大等処理 

○し尿対応 

○産業廃棄物対策の調整 

○環境苦情処理対策 

○環境美化運動の推進 

○施設見学会 

〇市民利用の日 

〇出前講座 

都市建設部 ○土砂災害危険箇所の警戒 

○水防・地域防災業務  

○道路、橋梁、河川の維持 

管理業務（調査、苦情、

要望に関する業務） 

○仮設住宅等の確保・管理     

○建築物の応急危険度判 

定に関する事務 

 

○道路、橋梁、河川の維持

管理業務（設計、工事に

関する業務） 

○都市計画法に関する事務 

○市営住宅の管理・運営・

使用料の徴収 

○建築物の許可及び認定 

○公園や広場の維持管理 

○地籍調査事務 

○公園や広場の整備 

○換地計画の作成・実施 

上下水道部 ○給水（応急給水所の設

定・給水車による給水） 

○下水道対策本部の立上げ 

○応急復旧（下水道施設） 

 

○被害報告受付 

○水道施設維持管理 

○日本水道協会等との連

携・応援要請 

○応急給水 

 

 

 

 

○水質管理 ○給水装置管理 
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担当部局 
災害時優先業務 

休止業務 
災害時最優先業務 優先復旧・復興業務 優先的通常業務 

会計課  ○義援金の募集及び受付 〇審査事務 

〇出納事務 

 

 

教育委員会事

務局 

○学校施設の被害調査 

○避難所開設・運営 

○学校安全関係業務 

○緊急物資の募集・受入 

○被災児童生徒の調査 

○学校施設の被害復旧対 

 策 

○臨時ヘリポートの開設・

管理 

○物資集配拠点の開設 

○スポーツ施設の応急・復旧 

 

○局内管理事務 

○就学援助事務 

○地域資源の調査と保存 

 

○自然体験学習の推進 

○かぬま生涯学習大学 

の運営 

○各種スポーツイベン

ト、大会の開催、支援 

○食育の推進 

委員会等事務

局 

○議会事務（傍聴者の避難

誘導、被災者の救出、議

会棟・会議室等の被災状

況の確認） 

○議会開催会場の確保 ○国政、地方選挙の管理執行 

○議会報道対応 

○住民監査請求等 

○農地法等に係る申請受

付・審査事務 

 

○選挙の啓発 

○農地台帳の整備 

消防本部 ○消防指揮本部設置 

○火災等原因損害調査 

○消防団に関する事務 

○出動計画に基づく出動

命令 

○水火災その他の災害の

警戒防御 

〇消防関連協定の対応 

〇救急医療機関等の対応 

〇燃料等の必要物資確保 

 

○建築物の消防同意 

○立入検査事務 

○各種届出受付事務 

○り災証明（火災）発行 

○人材育成・研修 

○消防出初式 

○火災予防の普及啓発 
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第７章 教育訓練 

（１）職員災害対応訓練 

 

 

 

第８章 計画の推進 

（１）計画の周知徹底 

大規模な災害発生時に災害時非常時優先業務を円滑化かつ迅速に実施し、速やかな復旧・復興

及び市民生活の安定を図るため、各部局は、平常時から本計画内容を共有し、業務執行体制の確保

に向け、災害時優先業務の実施手順や役割分担等の整理、連絡体制の確認、各課題に対する対策の

実施など具体的な取組を進めます。 

また、各職員それぞれの取組みが組織の業務継続につながるものであることから、各部局にお

いては、職員一人一人が災害時優先業務の重要性を認識するよう、訓練等の機会を活用し、本計画

内容の周知徹底を図り、各職員は、災害時の役割、登庁経路等の確認、食糧等の確保など各自が行

うべきことを確認します。 

 

（２）計画の継続的改善 

本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容の変更、施設設備の変更等があった場合に必

要な改定を行うほか、訓練等の実施や検証を通じて、新たな課題を洗い出し、継続的に改善を行

い、災害対応力の向上を目指します。 

訓練名 内  容 対  象 頻度（時期） 

鹿沼市防災訓練（土砂災

害・全国統一防災訓練） 

土砂災害警戒情報を活用した避難

訓練及び情報収集訓練 

警戒配備及び第１配備

職員 
年１回 

職員初期行動訓練 

（避難訓練） 

職員の初期行動・避難誘導 

消火訓練（初期消火・通報）を消防

本部の指導を受け実施 

全職員 年１回以上 

災害対応図上訓練 

地震や浸水害に対し、総務班、情報

班、衛生救護班の情報伝達及び状

況判断について訓練を行う。 

関係課職員 年１回 

業務継続計画（ＢＣＰ）

研修 

各部局の非常時優先業務と各業務

のマニュアルを各部局の職員へ周知 
各部局職員 年１回以上 

避難所運営職員研修 

（ＨＵＧ） 

避難所配備職員の役割、避難所運

営マニュアルの周知 

避難所運営研修（ＨＵＧ）の実施 

避難所運営職員 年１回以上 

新採職員防災研修 
職員参集の基準等、災害対応に必

要な基礎知識を習得するための研修 
新規採用職員 年１回 

防災研修 
各職域に応じて必要な防災知識を

習得するための研修 
課長級又は係長級 年１回以上 
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